
【歳入】

277,662 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 2,281,636 千円

1,393,291 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金
（社会保障
　財源化分）

子ども医療費助成事業
※義務教育就学前分（未熟児への医療費助成を含む）

23,169 9,401 0 0 13,768 2,744

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 101,664 50,196 0 0 51,468 10,257

保育所一般事業等 300,769 5,337 0 54,922 240,510 47,930

その他事業 896,685 588,703 0 3,775 304,207 60,623

小　　計 1,322,287 653,637 0 58,697 609,953 121,554

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

128,755 84,905 0 0 43,850 8,739

介護保険事業
（特別会計繰出金）

274,296 0 0 0 274,296 54,663

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

319,099 48,616 0 0 270,483 53,903

小　　計 722,150 133,521 0 0 588,629 117,305

妊婦・乳幼児健康診査事業 13,593 12 0 0 13,581 2,706

国民健康保険病院事業会計負担金事業 144,634 0 0 0 144,634 28,823

救急医療対策事業 2,483 0 0 0 2,483 495

その他事業 76,489 419 0 42,059 34,011 6,779

小　　計 237,199 431 0 42,059 194,709 38,803

2,281,636 787,589 0 100,756 1,393,291 277,662

　　また、令和元年１０月１日から消費税が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、

令和４年度越前町一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

　については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費

　に充てるものとされています。

　社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　　越前町の令和４年度一般会計決算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （

事　　業　　名
令和４年度

決算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　計

 ※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要した一般財源の比率に応じ按分して充当しています。


